 
	　　年度分　市民税・道民税・森林環境税賦課額決定等通知書
あなたの市民税・道民税・森林環境税賦課額を以下のとおり変更・決定
しましたので通知します。
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　・額の単位は、全て円です。
　･この通知書についてお問合せの際
　は、下記番号をお伝えください。
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備考
　　 　 １　この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文について記載すること。
　　 　 ２　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
